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グローバルミニマム課税(Pillar2)制度のご案内 

 

Ⅰ. はじめに 

グローバルミニマム課税（Pillar2）制度は、ある管轄国家で多国籍企業の残余利益に対し

て納付した税金総額が最低税率である15%に達するように追加税額を賦課する制度を適用す

るものである。 

適用対象は、連結売上高が7.5億ユーロ（約1兆ウォン）以上の多国籍企業グループで、 

直前4事業年度のうち2事業年度以上の連結売上高が7.5億ユーロ以上である場合（“国際海運

所得”および“適格国際海運付随所得”売上を含む。ただし、GloBE所得計算時には除外）が

対象となる。 

グローバルミニマム課税規定により賦課される税金は追加税額といい、各管轄国家別に適

用して計算される。グローバルミニマム課税規定は多国籍企業に対して15%未満の実効税率

を適用する管轄国家を識別するために標準化された課税標準と対象租税の定義を使用する。 

次に、その所得に対する当該多国籍企業の実効税率が実質基盤除外所得を考慮した後の 

最低税率に達するように追加税額を賦課する。追加税額を通じたグローバルミニマム課税規

定の設計はグローバルミニマム課税規定の協力的な適用を円滑にする。 

 

 

Ⅱ. 適用手続きの概要 

適用手続きの主な内容は以下のとおりである。 

 

1．主な用語 

用語 内容 

Covered 

Taxes 

（調整対象

租税) 

・ 構成企業の当期法人税費用に調整事項を反映して計算。 

・ “適格還付可能税金額制”を除外（所得の増加として処理）。 

・ 繰延税金の調整－適用税率15%限度で再計算／繰延税金負債のうち発生後 

5年間、納付税額につながらなかった部分は費用から除外（Recapture）。 

GloBE 

Income 

（純 

グローバル 

ミニマム 

課税所得） 

・ 会計上の純損益（内部取引除去等、連結調整を反映する前の金額）に調整

事項を反映して算出。 

・ 主な調整事項：(i)配当所得、(ii)持ち分法損益、(iii)年金／株式報酬費用、

(iv)国際海運所得（除外）、(v)適格還付可能税額控除（所得項目処理）など 

QDMTT 

(適格所在国

追加税額) 

(i)Pillar 2と同じ方法で構成企業の所得金額および追加税額（15%限度）を 

算定、(ii)関連恩恵を付与しないこと。 
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2．基本構造 

構造 内容 

所得算入規則 

(IIR) 

国別に有効税率を計算して特定国家で低率（15%未達）課税される 

場合、親会社が追加税額（15%に足りない税額）を親会社の所在地国に

納付。 

所得算入補完規則 

(UTPR) 

親会社、中間親会社等の所在地国で IIRを導入していない場合、ほかの

構成企業が追加税額を納付→国内に所在する外資系の多国籍企業グルー

プの構成企業に適用されることがある。 

源泉地国課税規則 

(STTR) 

特殊関係者に支払われる特定の所得に対してそれを受け取る企業の居住

地国で適用される税率が9%未満の場合、源泉地国課税規則を適用して

支払う企業の源泉地国で源泉税を追加課税。 

適格国内最低税 

(QDMTT) 

低率課税国がQDMTT制度を導入して追加税率を徴収する場合は、ほか

の国に課税権を移さない。 

 

3．税額計算 

項目 内容 

追加税額 
国別の実効税率（＝調整された租税／調整された所得）基準で 15%に達しない

分だけ追加税額を賦課。 

計算式 追加税額＝（GloBE所得－実質基盤除外所得）×（15%－国別の実効税率） 

実質基盤 

除外所得 
有形資産および給与の一定の比率をGloBE所得から減算。 

 

4．多国籍企業の追加税額納付額の算定段階 

段階 内容 

1段階 適用対象構成企業 
適用対象となる企業集団と同企業集団内部の各構成企業

の所在地を識別する。 

2段階 
グローバルミニマム 

課税利益・損失 
各構成企業の利益を決定する。 

3段階 調整後の対象租税 構成企業の利益に帰属する租税を決定する。 

4段階 
実効税率および 

追加税額 

同一の管轄国家に所在するすべての構成企業の実効税率

を計算して、その結果をもって追加税額を決定する。 

5段階 
所得算入規則および 

費用控除否認規則 

規定により所得算入規則または費用控除否認規則下の 

追加税額を賦課する。 
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5．その他留意事項 

 

(1) 申告義務者の判定（申告構成企業） 

• 最終親会社（UPE*）が低率課税構成企業の追加税額を優先的に納付。 

• 部分所有中堅親会社（POPE**）が低率課税構成企業の持ち分を保有している時

は当該POPEが追加税額を納付。 
 

*UPE：Ultimate Parent Entity 

**POPE: Partially-Owned Parent Entity、第三者持ち分率が20%超過する中間親会社 
 

(2) 少数持ち分構成企業および共同企業特例 

• （原則）個別の国家別構成企業の所得および税額を合算して計算。固定事業場は

別途の企業とみなす。 

• （特例）少数持ち分構成企業（UPE所有% ≦ 30%）は別途の多国籍企業グループ

とみて実効税率・追加税額を計算。 

• （特例）最終親会社の持ち分率が50%以上である共同企業（JV）は構成企業とみ

なす。ただし、共同企業とその子会社グループを別途の多国籍企業グループとみ

て実効税率・追加税額を計算。 

 

(3) 会計資料に基づく所得および税額の算定 

• 会計上の純損益*に(i)配当所得、(ii)持ち分法損益、(iii)持ち分処分損益、(iv)その

他包括損益に含まれる有形資産の再評価利益・損失、(v)適格還付可能税額控除等、

調整項目を反映して GloBE**利益を計算。 
 

* 会計上の純損益で内部取引除去等の連結調整を反映する前の金額 

** GloBE: Global anti-Base Erosion 
 

• 当期法人税費用として計上された対象租税に繰延税金調整（15%の税率基準で 

再計算）、配当所得に対する税額は配当支払法人の租税として調整等の調整事項

を反映して計算。 

 

(4) 申告後の調整（複数年度の資料の管理） 

• 以前の事業年度の対象租税が変動した場合で、納付税額が減少する時には、各 

帰属事業年度の対象租税から減算して実効税率を再計算→再計算の結果、追加 

税額が新たに発生した時は当期追加税額に加算。 

• 繰延税金負債（Recapture）：発生後 5 年間、消滅しない繰延税金負債は発生年

度の対象租税の減少として処理。 

• 不動産の売却差益は 5年間、分散認識を選択できる。 
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Ⅲ. 各段階別の手続き 

 

1．1段階―適用対象構成企業 

連結売上高が 7 億 5,000 万ユーロを超過する多国籍企業グループはグローバルミニマム

課税規定の適用対象となる。多国籍企業グループの構成企業には別途の構成企業として 

取り扱われる企業グループ構成企業の固定事業場とともに企業グループのすべての企業が

含まれるが、除外企業は適用対象ではないためグローバルミニマム課税の適用から除外さ

れる。各構成企業の所在地は構成企業の現地の税務規定に従って決定される。 

手続 1 適用対象となる多国籍企業グループの識別 

・ 連結財務諸表上の売上高 7 億 5,000 万ユーロが判定基準：多国籍企業グループは

連結財務諸表上の売上高が 7 億 5,000 万ユーロを超過する場合、グローバルミニ

マム課税規定の適用対象となる。この判定基準は判定対象会計年度の直前 

4 カ年度のうち 2 カ年度を対象とする。特別規定では連結売上高基準に関連して

合併または分割の影響を取り扱っている。 

手続 2 構成企業の識別 

・ 構成企業：構成企業とは、グローバルミニマム課税規定の条項の適用を受ける企

業グループ内部の構成企業をいう。この用語には企業グループに属するすべての

構成企業とそれに属する固定事業場が含まれる（条項 1.3.1）。 

手続 3 除外企業の除去 

∙ 除外企業：除外企業はグローバルミニマム課税規定の運用条項の適用を受けな

い。しかし、除外企業の売上高は連結売上高の判定基準では考慮される。 

- 除外企業は政府機関、国際機構、非営利組織、年金基金そして多国籍企業グル

ープの最終親会社である投資ファンドまたは不動産投資機構である（条項

1.5.1）。 

- 除外企業の定義には、除外企業が所有する企業として資産を保有するか資金を

投資する、または付随活動のみを行う企業、そして大部分の利益がグローバル

ミニマム課税利益・損失から除外される企業を含める（条項 1.5.2）。 

- グローバルミニマム課税規定の運用条項から除外されるとしても、ほかの構成

企業に対する所有持ち分の計算においても除外されるわけではない。 

手続 4 各構成企業の所在地の識別 

∙ 税務上の居住場所に所在する企業：ある企業が管理場所、設立場所または類似す

る基準に基づいてある管轄国家の税務上の居住場所に所在するのであれば、その

企業はその管轄国家に所在するものである。その他の場合にはその企業が設立さ

れた場所に所在するものとする。導管実体はこの規定の特別条項の適用を受ける

（条項 10.3.2）。 

∙ 企業が位置する場所に所在する固定事業場：固定事業場はその事業場所が固定事

業場として取り扱われて課税対象となる場合には、その源泉管轄国に所在するも

のとする（条項 10.3.3）。課税が免除される固定事業場に対しては、特別規定が適

用される。 



5 

Copyright © 2023 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

2．2段階―グローバルミニマム課税の利益・損失 

第 3 章では、ある構成企業のグローバルミニマム課税利益・損失金額は条文 3.1 により

当該構成企業の当該会計年度の財務会計上の純利益・損失から始まり、条文 3.2.から条文

3.5 に従って、その金額を調整してその構成企業のグローバルミニマム課税利益・損失を

算出する。 

その次にグローバルミニマム課税利益・損失は現地の税務処理規定によって本店企業と

固定事業場の間、または導管実体の所有主に配分される。 

 

手続 1 財務会計上の純利益の決定 

∙ 財務会計上の純利益・損失：ある構成企業のグローバルミニマム課税利益を 

決定するための出発点は、最終親会社の連結財務諸表の作成のために使用され

た企業グループ内部の取引項目を除く前の純利益・損失（個別財務諸表上の 

当期純利益・損失）である。 

手続 2 財務会計上の純利益・損失の調整を通じたグローバルミニマム課税利益・損失の

算定 

・ 手続１で決定された純利益・損失は、政策的な見地からその調整が正当化さ

れるか一部の会計・税務上の差異を取り除くために調整される（条文 3.2）。 

このような調整項目は以下のとおりである。 

- 除外配当金；除外持ち分証券差益・差損－過去に課税された所得に対する二重

課税の回避および主要国家の共通の経営参加所得の免税制度等、類似する 

軽減制度との調和。 

- 政策上の損金不控除費用－不法行為支給額に対する損金不控除。 

- 株式基準報酬－株式基準報酬に関連する会計・税務上の差異による追加税額の

発生防止。 

- 非対称為替換算差益・差損－会計・税務上の機能通貨が異なる場合に発生する

可能性のある実効税率の歪曲を避けるための調整。 

∙ 国際海運業利益は除く（条文3.3.）。 

手続 3 必要時の固定事業場または導管実体にグローバルミニマム課税利益・損失の 

配分 

∙ グローバルミニマム課税利益・損失は固定事業場と本店企業の間で配分される

か（文段 3.4）または導管実体の所有主（文段 3.5）に配分される。このような

配分規定は適用される現地の税務規定に合わせてこのような企業とその企業の

所有主の間で適切な配分が行われること。 
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3．3段階―調整後の対象租税 

構成企業の対象租税金額はその構成企業の当該会計年度の当期法人税費用から始まり、

特定な一時差異を反映して調整する。いずれかの場合、対象租税はある一つの構成企業か

らほかの構成企業に配分される。申告後に納付する税額の決定がある場合、増額または 

減額される税金は特定な管轄国家と期間に識別され、配分される。 

 

手続 1 対象租税の識別 

∙ 対象租税の識別（条文 4.1 および条文 4.2）。対象租税の計算の出発点は財務 

会計上の純利益・損失に対して発生した当期法人税費用である。 

当期法人税費用の金額に対する調整はグローバルミニマム課税の目的上、条項

4.1.2 から条項 4.1.5 までの項目により行われる。4 年以降に還付可能な税額控

除は控除が許容される年度に対象租税の減少により処理される。一方、4 年以内

に納付されなければならない適格還付可能な税金控除はそのような控除が当期

法人税費用を減少させるにあたって使用される際に対象租税に加算する。 

手続 2 一時差異と繰越欠損金に対する対象租税の調整 

∙ グローバルミニマム課税の目的上、一時差異と繰越欠損金を考慮するために総

繰延税金調整金額による対象租税の調整が行われる。 

∙ 条文4.4はグローバルミニマム課税規定による実効税率の計算の適正性を保障す

るためのいくつかの安全装置を含めている。このような安全装置には繰延税金

資産および負債の認識を最低税率に制限して対象租税として計上する金額に対

して一定期間内に実際に納付されたことを確認する再計算規定が含まれてい

る。 

∙ 無税率または低税率管轄国家で発生する損失の適切な認識を規定している条文

4.4に規定されている税効果会計規定を適用する代わりに条文4.5により単純化

された繰越欠損金相当額が選択されることもある。 

手続 3 必要時には対象租税を配分 

∙ 必要時、対象租税はほかの構成企業に配分される（条文4.3）。配分が要求され

る税金には被支配外国法人の税金、分配税金（源泉徴収税金）、そして固定 

事業場、租税透過企業、複合企業に対する税金が含まれる。 

手続 4 申告後、更正事項の考慮 

∙ 前期以前の年度に納付すべき税額の決定時には特別規定が適用される（例え

ば、税務調査の結果または誤謬の是正のための修正申告書の提出）。 

∙ このような特別規定により当該年度に納付する税額の重要な減少が存在する 

場合はその年度の実効税率は再計算されなければならない。そのような修正に

より納付すべき追加税額が発生するのであれば、その追加税額金額は当期会計

年度に納付する（前期年度に修正申告書が要求されない）。前期以前の期間に

対する納付すべき税額の増加は当期会計年度の対象租税に加算される（条文

4.6）。 
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4．4段階―実効税率および追加税額 

出所：韓国公認会計士会「2022グローバルミニマム課税規定実務解説」 

 

第 5章で各低税率構成企業の追加税額は以下のように計算される。 

(ⅰ) 低税率管轄国家に対して追加税額百分率を計算 

(ⅱ) 管轄国家の残余利益に追加税額百分率を適用 

(ⅲ) 適格国内最低税によって賦課される追加税額金額を減算；そして 

(ⅳ) 管轄国家の追加税額を構成企業のグローバルミニマム課税利益に比例して管轄国家

の構成企業に配分 

 

手続 1 低税率管轄国家に対する管轄国家別の追加税額の計算 

1. 管轄国家の実効税率は管轄国家の対象租税金額をその管轄国家のグローバル  

ミニマム課税利益で除して算定する（条文5.1.）。 

2. 実効税率が最低税率（15%）未満の場合、その管轄国家に対して追加税額百分

率を計算する（例えば、実効税率が10%であれば追加税額百分率は15%－10%

＝5%となる）。 

3. 次に追加税額金額を算定するために当該管轄国家の残余利益に追加税額百分率

を乗じる（条項5.2.2）。当該管轄国家の残余利益はグローバルミニマム課税

利益から実質基盤除外所得を減算した金額である（すなわち、除外される有形

資産と人件費に対する通常利益）（条文5.3）。 

4. 最後に該当する適格国内最低税の追加税額を減算して管轄国家の追加税額を 

計算する（条項5.2.3）。 

手続 2 低税率構成企業間の追加税額の配分 

∙ グローバルミニマム課税利益がある構成企業の識別 5 段階に従って追加税額を

負担する構成企業を決定するために管轄国家の追加税額は当該会計年度のグロ

ーバルミニマム課税利益が存在する低税率管轄国家の構成企業に配分する（条

項 5.2.4）。 
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例外 グローバルミニマム課税規定は当初適用除外条項と課税免除条項をおいている 

・ 最低適用除外条項（条文 5.5） 

- 3年平均基準で多国籍企業の(i)平均グローバルミニマム課税売上高が1,000万

ユーロ未満で、(ii)平均グローバルミニマム課税利益・損失が100万ユーロ 

未満である管轄国家 

・ グローバルミニマム課税の免除条項（条文8.2） 

- グローバルミニマム課税の実行体系の一部として開発された課税免除条項は

管轄国家基準で15%以上で課税される多国籍企業の事業部門に対する課税お

よび納税協力負担を制限する予定である。 

- 課税免除条項の最終案は企業界と利害関係者との話し合いを経て追って作成

されることになっており、実行体系に反映されて2022年に発表される予定

である。 

 

5．5段階―所得算入規則および費用控除否認規則 

追加税額は所得算入規則により低税率構成企業の所有持ち分を有する親企業にまず賦課

される。所得算入規則の適用後に配分されていない残余追加税額が存在するのであれば、

費用控除否認規則による配分方法により費用控除否認規則を導入した管轄国家が追加税額

を納付することになる。 

 

手続 1 所得算入規則により追加税額を納付する親企業の識別 

∙ 最終親会社： 多国籍企業グループの最終親会社はすべての低税率構成企業の  

追加税額に対する主な納付義務がある（条項2.1.1）。 

∙ トップダウン式適用： 最終親会社が所得算入規則を適用する義務がない場合、

追加税額は所得算入規則の適用を受ける所有構造上の次上位の中間親会社に 

賦課される（条項2.1.2および2.1.3）。 

∙ 部分所有親会社： 部分所有親会社とは、他の企業グループの所属企業が20%を

超過する所有持ち分を有している構成企業をいう。この場合、追加税額はトッ

プダウンアプローチ法に優先して所得算入規則の適用を受ける部分所有親会社

に賦課される（条項2.1.4. および2.1.5.）。 

手続 2 所得算入規則により親企業が納付する追加税額金額の算定 

∙ 追加税額は配分持ち分に比例して親会社に帰属する： 追加税額の配分持ち分

は親会社の所得算入比率に基づいて算定される。この場合、親会社の所得算入

比率は会計基準に基づいて親会社に帰属する低税率構成企業利益の配分持ち分

をいう（条文2.2.）。 

∙ 相殺構造： いくつかの親会社が同一な低税率構成企業に対して所得算入規則に

よる追加税額納付義務がある場合には、所有構造上、より上位にある親会社は

下位の中間親会社または部分所有親会社が負担した金額を上位親会社の追加税

額から減額する（条文2.3）。 
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手続 3 該当する時には費用控除否認規則により配分可能な残余金額を識別 

∙ 補完構造： 所得算入規則の負担をしない最終親会社が受益的に所有する低税率

課税所得がある場合には、その低税率課税所得は費用控除否認規則という補完

装置の適用を受ける（条文2.5.）。 

∙ 費用控除否認規則： 管轄国家の費用控除否認規則は費用控除否認規則管轄国家

で低税率所得に関連して発生した追加税額に対して適用することができる。 

∙ 費用控除否認規則の制限： 海外活動の初期段階にある多国籍企業に対しては、

費用控除否認規則の適用の制限が存在する（条文9.3.）。 

手続 4 費用控除否認規則の調整を通じた費用控除否認規則の管轄国家に残余追加税額を 

納付 

∙ 配分算式： 3段階で識別された費用控除否認規則の追加税額は費用控除否認規

則の管轄国家に所在するすべての構成企業別に(i)保有する有形資産の純帳簿価

額と(ii)使用人数に基づく2要素配分算式を適用して費用控除否認規則管轄国家

の間で配分する（条文2.6）。 

∙ 費用控除否認規則の調整： ある管轄国家に配分される費用控除否認規則追加税

額は損金可能費用に対する人為的な損金否認を通じて納付する（または国内税

法による同等の調整）。 

 


